
電気用品安全法の解釈 － 対象非対象関係

平成２０年１２月５日 製品安全課

商品名等

（電気用品名等）

アイスクリーム・メーカー

１ 当該商品等の概要

○用途、機能、性能

本製品は、機器上面の冷却された金属製シンク（深さ：約８０㎜）に、作業者が

手作業でアイスクリームの液体原料を流し入れて、樹脂製又はゴム製のヘラ又はフ

ライ返し等を用いて混ぜ合せ等を行うことにより、アイスクリームを作るものであ

る。

なお、蛇口、シンク及びドレイン等を有するが、それらは電気的動作・制御は一

切ない。

○構造、仕様、意匠

機器上面の金属製シンクの冷却は、内蔵された冷却装置により行う。

定 格：単相２００Ｖ、５０／６０Ｈｚ、１.２／１.４ｋＷ

○主な使用者、販売先

アイスクリームショップ等

２ 対象・非対象の解釈

電気用品安全法上は、非対象として取り扱う。

（理由）

本製品は、機器上面の冷却された金属製シンク上で、手作業によりアイスクリー

ムを作るものなので、「アイスクリームフリーザー」とは言い難く、アイスクリー

ム・メーカーとして設計・製造されたもので、家具に冷却装置を組込んだものに該

当せず、「その他の電気機械器具付家具」とも言い難いことから、非対象として取

り扱うことが妥当と判断する。


